
様
式
第
１（
第
２
条
第
２
項
関
係
及
び
第
８
条
関
係
）
様
式
第
１（
第
２
条
第
２
項
関
係
及
び
第
８
条
関
係
）

［
略
］

［
略
］

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
44条
第
３
項







（
同
法



第
48条



に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
34






条
第
１
項





）
の
規
定
に
基
づ
き
、
認
定
（
更
新
）
を

受
け
た
い
の
で
、下
記
に
つ
い
て
申
請
い
た
し
ま
す
。

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
38条
第
３
項







（
第
42



条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
28条

第
１








項
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
認
定
（
更
新
）
を
受
け
た

い
の
で
、
下
記
に
つ
い
て
申
請
い
た
し
ま
す
。

［
略
］

［
略
］

２
．
情
報
処
理
支
援
業
務
に
関
す
る
事
項

２
．
情
報
処
理
支
援
業
務
に
関
す
る
事
項

一
［
略
］

一
［
略
］

二
［
略
］

二
［
略
］


・

［
略
］


・

［
略
］


欠
格
条
項
の
非
該
当


欠
格
条
項
の
非
該
当

当
社
（
私
）
は
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法

第
33条
第
１
号
か
ら
第
８
号
ま
で














の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
宣
誓
い
た
し

ま
す
。

当
社
（
私
）
は
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法

第
27条
第
１
号
か
ら
第
８
号
ま
で














の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
宣
誓
い
た
し

ま
す
。

［
略
］

［
略
］

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
七
十
四
条
の
二

特
許
法
施
行
令
第
十
一
条
第
二

項
及
び
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
三
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
申

請
書
に
添
付
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
面

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
特
許
庁
長
官
が
同
書
面
の
添
付
の
必
要
が

な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
七
十
四
条
の
二

特
許
法
施
行
令
第
十
一
条
第
二

項
及
び
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
三
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
申

請
書
に
添
付
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
面

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
特
許
庁
長
官
が
同
書
面
の
添
付
の
必
要
が

な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
〜
五

﹇
略
﹈

一
〜
五

﹇
略
﹈

六

特
許
法
施
行
令
第
十
条
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る

者
に
該
当
す
る
者
（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。）
次
に
掲
げ
る
書
面

六

特
許
法
施
行
令
第
十
条
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る

者
に
該
当
す
る
者
（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。）
次
に
掲
げ
る
書
面

イ

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

ロ

そ
の
特
許
発
明
又
は
発
明
が
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）

第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
特
定
補
助
金

等
を
交
付
さ
れ
た
新
技
術
に
関
す
る
研
究
開

発
の
事
業
の
成
果
に
係
る
も
の
（
当
該
事
業

の
終
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
出

願
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
面

ロ

そ
の
特
許
発
明
又
は
発
明
が
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）

第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
特
定
補
助
金

等
を
交
付
さ
れ
た
新
技
術
に
関
す
る
研
究
開

発
の
事
業
の
成
果
に
係
る
も
の
（
当
該
事
業

の
終
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
出

願
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
面

七

﹇
略
﹈

七

﹇
略
﹈

八

特
許
法
施
行
令
第
十
条
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る

者
に
該
当
す
る
者
（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。）
次
に
掲
げ
る
書
面

八

特
許
法
施
行
令
第
十
条
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る

者
に
該
当
す
る
者
（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。）
次
に
掲
げ
る
書
面

イ

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

ロ

そ
の
特
許
発
明
又
は
発
明
が
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

承
認
経
営
革
新
計
画
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
経

営
革
新
（
同
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る

経
営
革
新
を
い
う
。）の
た
め
の
事
業
（
技
術

に
関
す
る
研
究
開
発
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

の
成
果
に
係
る
も
の
（
当
該
承
認
経
営
革
新

計
画
の
終
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内

に
出
願
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）又
は
そ
の
成

果
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
も
の
と

し
て
当
該
承
認
経
営
革
新
計
画
に
従
つ
て
承

継
し
た
特
許
権
若
し
く
は
特
許
を
受
け
る
権

利
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ロ

そ
の
特
許
発
明
又
は
発
明
が
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承

認
経
営
革
新
計
画
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
経
営

革
新
（
同
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
経

営
革
新
を
い
う
。）の
た
め
の
事
業
（
技
術
に

関
す
る
研
究
開
発
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の

成
果
に
係
る
も
の
（
当
該
承
認
経
営
革
新
計

画
の
終
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に

出
願
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）又
は
そ
の
成
果

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
も
の
と
し

て
当
該
承
認
経
営
革
新
計
画
に
従
つ
て
承
継

し
た
特
許
権
若
し
く
は
特
許
を
受
け
る
権
利

に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

九

﹇
略
﹈

九

﹇
略
﹈

十

特
許
法
施
行
令
第
十
条
第
二
号
ホ
に
掲
げ
る

者
に
該
当
す
る
者
（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。）
次
に
掲
げ
る
書
面

十

特
許
法
施
行
令
第
十
条
第
二
号
ホ
に
掲
げ
る

者
に
該
当
す
る
者
（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。）
次
に
掲
げ
る
書
面

イ

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

ロ

そ
の
特
許
発
明
又
は
発
明
が
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る

認
定
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
に

従
つ
て
行
わ
れ
る
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野

ロ

そ
の
特
許
発
明
又
は
発
明
が
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る

認
定
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
に

従
つ
て
行
わ
れ
る
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
二
十
四
号

中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元

年
法
律
第
二
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
七
月
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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